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⚫ フィリピン、マレーシアのソーシャルワーカーと交流 

～ アジア社会福祉従事者研修・修了生とのオンライン交流会(第 2 回) 

6月30日、全社協では、アジア社会福祉従事者研修の修了生と日本の社会福祉関

係者とのオンライン交流会を開催しました。第 2回の今回は、今年になっても感染拡大

が続くフィリピンとマレーシアの修了生より、自身の所属する施設や機関で、コロナ禍

のさまざまな制約の中での福祉サービス実践、またウィズコロナの状況が続くなかでの

課題、今後の展望について報告が行われました。 

     両国の感染状況 

 感染者（累計） 死亡者（累計） データ時点 

フィリピン 1,300,249 名 22,507 名 2021/6/11 

マレーシア 705,762名 4,554名 2021/6/22 

（修了生報告資料による） 

今回の交流会には、修了生 33名（フィリピン 7、マレーシア 6、韓国 2、台湾 2、タイ 2、

スリランカ 6、インドネシア 8）、日本から 39 名の社会福祉関係者等の参加があり、70

名を超える盛会となりました。 

冒頭、全社協 笹尾 勝 常務理事は、「コロナ禍は 1 年半に及んでいるが、オンラ

インでの交流の機会が持てるようになり、今後もこのようにオンタイムで交流が図れれ

ばよい。アジア各国の修了生の活動もビデオメッセージ等で共有できている。全社協

では 2021年度も修了生の現地での活動を支援していく。2022年度は研修も再開でき

ることを望んでいる」と述べました。 

フィリピンでは、政府により、困窮世帯 1,800 万世帯への現金給付（最大 8,000 ペソ

＝約 1万 7,600円）、最前線のワーカーへの補償として災害手当（500ペソ＝約 1,100

円/日）支給などの施策が講じられましたが、大規模なロックダウンに伴い、生計に窮

する人びとが多く生じています。 

そうしたなか、修了生の活動として報告されたのが、延べ 7，388 件に及ぶホームレ

スの家族への食料支援や生計支援の小口貸付の実施（エナさん/34 期 ※全社協助

成事業）、全国のワーカー106 名へのオンラインケアの研修と 3,000 名以上への“テレ

セラピー”の実施（ジュリさん/32 期）、ストリートチルドレンへの食料パック提供やオンラ

イン教育を受けられない子どもたちへの支援（ウィルマーさん/23 期）等、各々の専門

性を活かした実践でした。 

 

 

特集 



 

 3 

フィリピンからの報告画面 

 

 

レポーターを担当したジュリエットさん（36 期）は、ある修了生の実際の状況として、 

ＩＴ技術者の配偶者ともども職を失い、サリサリ（小規模なコンビニのような小売店）で働

いて生計を立てている状況をまとめた動画を作成し、発表のなかで紹介しました。 

このジュリエットさん作成の動画「パンデミックのなかでのフィリピンのかぞくのくらし」

は、本会ホームページにてご覧いただけます。  

【全国社会福祉協議会】ビデオ 2021「パンデミックと向き合って」 

  

https://www.shakyo.or.jp/bunya/kokusai/video/20210709covid-19.html
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マレーシアの修了生 

マレーシアからは、感染拡大初期の政権交代や多民族国家ゆえの事情などの経緯

を含め、現在も厳格なロックダウン状態にある状況が報告されました。修了生が働く学

校や施設の封鎖、資金集めの中止や寄付の減少、教職員やスタッフの減給など、そ

れぞれの活動にも大きな影響が及んでいます。 

 

修了生たちは、クリーニング業務の雇用機会創出（スティーブンさん/11 期）、知的

障害者の自宅に手織り機を持ち込んでの在宅勤務（アイナさん/9 期、※全社協助成

事業）、マレーシアに生息する鳥に関する書籍の発行・販売（フォージアさん/13期）な

どの取り組みを展開しています。 

オンライン活動もさまざまな内容で行われているものの、都市部以外での地形的な

問題や、世帯によってはインターネット接続が困難といった課題も報告されました。修

了生たちは、毎日の授業プログラムを録画しての送信（カラさん/10期）、メール・電話・

ＷｈａｔｓＡｐｐ（LINE と同様の無料メッセージアプリ）での保護者サポート（フォージア

さん/13期、プイプイさん/36期）等、工夫をこらした情報提供に努めています。 
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当日は、各国修了生同士でも活発な情報交換がなされました。「スリランカではコロ

ナの対応は政府や病院が中心で民間やＮＧＯが関与できていない」（セートゥンガさん

/2期）との発言に対し、「フィリピンでは多くの NGOが政府に協力したり、海外からのワ

クチン確保に動いている」（イメルダさん/13 期）など各国の状況が報告されたほか、コ

ロナを契機としたオンライン活動のおかげで保護者とのコミュニケーションが増えた、

長時間のオンライン利用による眼精疲労などの健康面への影響が危惧される、など現

場の実践者同士でのさまざまな情報共有が図られました。 

国内参加者から寄せられたアンケートでは、「修了生たちがこの状況にあっても、希

望を捨てずに新しいことにも積極的に取り組んでいる様子がわかり、頭が下がるととも

に嬉しく思った」、「同じ福祉に携わる者として、世界各国でともにコロナ禍に向き合う

姿に、自身の福祉に対する考えを再認識することができた」等の感想が寄せられまし

た。 

全社協では、オンラインでの交流会を今後も継続的に実施していく予定です。 

なお、今回のオンライン交流会の様子は、後日に全社協ホームページに掲載しま

す。 

【国際部 TEL.03-3592-1390】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際交流・支援活動にご協力ください。 

くわしくはこちら 国際交流・支援活動会員のご案内 

https://www.shakyo.or.jp/bunya/kokusai/member.html
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◆タイの修了生から熱海市の土石流被災地へのお見舞いメッセージが 

届きました 

 アジア社会福祉従事者研修のタイ修了生グループのＶＤＡ（Ｖｏｌｕｎｔｅｅｒｓ for 

Development Association /会長 ソムチャイ氏・4 期）より、熱海市の災害への 

お見舞いメッセージが届きました。 

 

全国社会福祉協議会 

事務局長 松島紀由 様 

ＶＤＡを代表いたしまして、2021年 7月 3日に静岡県熱海市で発生した地すべり

災害による被害に、謹んで哀悼の意を表したいと思います。 

亡くなられた方、行方不明になった方、街や家がひどく破壊されたことをニュース

で知りました。 

あらためて心よりお見舞い申しあげます。静岡県の状況が早く復旧することを願っ

ています。  

ＶＤＡ会長 ソムチャイ 

                       （和訳文責・国際部） 
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古都副会長による挨拶 

 

 

⚫ 社協に対する社会の期待に応えるためにともに取り組む 

～ 令和 3 年度都道府県・指定都市社協常務理事・事務局長会議 

全社協では、例年 7月にロフォス湘南 中央福祉学院（神奈川県葉山町）において都

道府県・指定都市社会福祉協議会常務理事・事務局長セミナーを 1泊 2日の日程で開

催しているところですが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、本年度は、「常務理

事・事務局長会議」として7月13日にWeb会議（Zoom）として開催しました（参加（登録）

者 95名）。 

本会議では、新型コロナウイルス感染症対応としての緊急小口資金等の特例貸付お

よび 7 月より開始された生活困窮者自立支援金の社協における変化等の状況、7 月 1

日以降続いている大雨による被害状況を共有しつつ今後の災害に備える取り組み等

について説明し、質疑応答等を行いました。 

会議の開催にあたり全社協 古都（ふるいち） 賢一 

副会長は、7 月 1 日から続いている各地での大雨被

害の犠牲者に哀悼の意を表するとともに、被災者に

対してお見舞いを述べました。その上で、コロナ禍に

おいてさまざまな困難があるなか、被災地の社協に

おいては災害ボランティアセンターの設置等、迅速な

被災者支援に尽力いただいていることに感謝を述べ

ました。 

次いで、昨（令和 2）年 3 月から始まった緊急小口資金等の特例貸付について、この

間、政府の強い意向により 5 回にわたって期間延長が行われてきたが、それは都道府

県社協、市区町村社協役職員の多大なる尽力によって支えられてきたことは明白であ

ると指摘、これまでの取り組みに対して謝意を表すとともに、今後、十数年に及ぶ債権

管理や償還業務の実施体制の確保、生活困窮者自立相談支援機関の体制拡充に向

けて全社協として取り組んでいく考えを示しました。 

また、相次ぐ自然災害への備えとして、令和元年 9月にまとめた「災害時福祉支援活

動に関する検討会報告書」の提言実現に向け、とりわけ災害救助法等の災害法制への

「福祉支援」の位置づけの早期実現をめざし、この夏から検討会を設けて具体的な検

討を行う方針であることを説明、都道府県・指定都市社協の協力を要請しました。 

会議では、①緊急小口資金等の特例貸付および生活困窮者自立支援金について、

②災害時福祉支援活動について～災害ボランティア活動、災害福祉支援ネットワーク

構築と DWAT 活動等、③地域共生社会実現に向けた重層的支援体制構築事業等へ

の取り組みについて、それぞれ全社協関係部から説明を行いました。 

Topics 
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説明を受けて参加者からは次のような意見等が寄せられました。 

①緊急小口資金等の特例貸付および生活困窮者自立支援金について 

・ 特例貸付の償還業務に係るシステム開発について、業務に遅れが生じることのな

いよう、また、都道府県の実情を踏まえたものとなるようお願いしたい。 

・ 福祉医療機構の年金担保貸付制度の本年度末での終了に伴う生活福祉資金で

の対応に備えた市区町村社協の体制整備、事務費確保については、国の責任に

おいて行われる必要がある。 

②災害時福祉支援活動について～災害ボランティア活動、災害福祉支援ネットワーク

構築と DWAT活動等 

・ 夏から予定されている全社協の検討会での検討について、適宜情報提供してほし

い。 

・ DWAT（災害福祉支援チーム）活動の根拠等について、災害法制における「福祉

支援」の明確化との関係を含めて示してほしい。 

③重層的支援体制構築事業等への取り組みについて 

・ 市町社協の取り組みを促すためには、各社協の財務基盤、職員体制の強化を図

る必要がある。全社協としても国への働きかけ等、具体的な取り組みをお願いした

い。 

 

当日は、7 月 1 日からの大雨により、熱海市伊豆山地区において大規模な土石流災

害が発生したことを受け、静岡 DWAT の派遣や県内被災地での災害ボランティアセン

ター設置支援等に取り組んできた静岡県社協 高橋 邦典 常務理事から、この間の近

隣社協等からの支援に対する謝意が述べられました。 

閉会にあたり、全社協 金井 正人 常務理事は、都道府県・指定都市社協をはじめ、

全国の社協において長期間にわたる緊急小口資金等の特例貸付や災害対応等に尽

力いただいていることに謝辞を述べるとともに、全社協としても現場の取り組みを支援す

べく取り組んで参りたいと総括しました。 
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⚫ 新型コロナウイルス感染症にかかる特例貸付の現場の実態を明らかに 

～ 「関西社協コミュニティワーカー協会」による調査結果 

関西の社協職員を中心に構成する「関西社協コミュニティワーカー協会」は、新型コ

ロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金の特例貸付業務にあたる全国の社協職員

の状況を把握、今後の生活福祉資金のあり方に資するべく、「社協現場の声をつむぐ

1000人プロジェクト」を立ち上げて緊急アンケートを実施しました。中間報告（2月 4日）

および「速報」（3月 15日）を経て、7月 7日に報告書が公表されました。 

実施期間：2021年 1月 15日～2月 20日 

対 象 者：特例貸付に何らかの形で関わっている（いた）社会福祉協議会職員 

回答者数：1,184人 

報告書では、調査結果を踏まえ、国および全国の自治体、福祉関係機関に向けて、

7 月に創設の生活困窮者自立支援金制度含む生活困窮者支援制度について 8 点を

提言するとともに、生活福祉資金貸付制度について、本報告書を公表することによっ

てめざす 3点のビジョン（大目標）を示しています。 

【1,184人の社協職員からの提言】（項目抜粋） 

１.「自助」の名のもとに公的責任を後退させないでください 

２．すべての困窮する人に支援が届く生活困窮者支援金制度の拡充を 

３．入りやすく出やすい生活保護の弾力的運用を 

４．包括的で継続的な生活困窮者支援ができる生活困窮者自立支援の制度を 

５．「相談支援付き貸付制度」として生活福祉資金貸付の体制強化を 

６．現場の声に向き合い実態を反映させる政策と運用を 

７．社会福祉の相談援助職の処遇を適正化 

８．貸付現場と協働した制度検証とそれに基づく改善を 
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社協現場の声をつむぐ 1000人プロジェクトがめざすビジョン（大目標） 

1．全国レベルで、現場の実態を反映し、生活福祉資金貸付制度の意義と課題の整

理がおこなわれる 

国と全社協だけで検証するのではなく、最前線の現場職員の想いと経験を絶対

に無駄にしない評価をしようという動きになる。 

私たちの調査や全国での公式な調査結果に基づき、都道府県・市区町村社協

への情報開示と意見徴収を重視した検証がスタートする。 

2．生活困窮者支援として生活福祉資金貸付制度をより良い制度に改革・改善する

動きがつくられる 

生活福祉資金の社会的意義と位置づけの整理に基づく抜本的な見直し、調査

分析に基づく制度改善が図られる（現在・未来に必要な生活福祉資金貸付へ）。 

3．生活福祉資金貸付制度における実施体制の強化が図られる 

生活福祉資金貸付制度が、相談支援として位置づけられ、チームで「相談付き

貸付」が実施できる体制づくりが進む。 

 

緊急アンケートの結果からは、特例貸付業務における厳しい相談支援現場の状況

と職員が葛藤する様子が浮かび上がりました。 

生活福祉資金貸付制度は、従来、貸付相談時から民生委員と連携したうえで将来

の償還を視野に入れた相談支援を伴う制度であるにもかかわらず、新型コロナウイル

ス感染症にかかる今回の特例貸付では、迅速な貸付に重きがおかれていること等から

貸付の有効性に対する疑念、また、制度運用の頻繁な変更や相談現場への周知のあ

り方に関する疑問を呈する内容の回答が全体の 9 割を占めています。自由回答でも、

ていねいな相談支援ができないことへのジレンマ、度重なる制度変更への対応等に

苦慮している様子がうかがえました。 

また、職員の 85.9％がストレスや危険を感じたと回答、さらに、72.0％の職員は業務

量が過度に増加したとしています。加えて 77.4％が新型コロナウイルスの感染リスクに

不安を抱えているとしました。こうした厳しい状況のなか、職場において「特例貸付業

務によりメンタルも含め体調不良になった職員がいる」21.1％、「特例貸付業務を通じ

て離職した職員がいる」5.9％といったように、職員の健康への影響や離職者の発生と

いった深刻な事態も生じていることが明らかになりました。 

「現場からの声」等の自由回答では、特例貸付制度の限界や「貸付」による支援そ

のものへの疑問、また他の支援策や制度との連携に苦慮しているとの回答が寄せられ

ました。一方で、生活福祉資金貸付制度や社協の今後のあり方について考えをめぐら

すとともに、制度の強みを生かすための人員・予算確保・体制整備の必要性の提案や、

業務上の「工夫」についての回答もありました。 
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全社協では、7 月 2 日、全国の社協関係者が参画する地域福祉推進委員会のもと

に「社協における生活困窮者自立支援のあり方検討委員会」を設立し、コロナ禍にお

ける現状と課題、工夫等から見えてきたことについて把握、今後必要とされる取り組み

やそのための体制等について検討・調査し必要な提言等を行うこととしています。 

 

今回の提言やビジョンなど報告書の全文、また報告書冊子発行の詳細は、下記

ホームページから閲覧できます。 

また同協会は、報告書公表を機に、8月 7日にオンライン型フォーラムを開催する予

定としています。 

 

【関西社協コミュニティワーカー協会情報発信ブログ】 

↑リンクをクリックすると「関西社協コミュニティワーカー協会」のブログサイトにジャンプします。 

 

  

https://blog.canpan.info/kancomi/
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⚫ コロナ禍のもと、苦情受付件数は減少 

～ 「福祉サービスの苦情受付・解決の状況」2020 年度実績報告（暫定版） 

全社協では、苦情の内容や解決に向けたプロセス等を整理・分析することで、今後

の福祉サービスの質の向上への取り組みに資する基礎資料とするため、都道府県運

営適正化委員会における苦情受付・解決状況等の状況に関する定期調査を毎年実

施し、その結果を公表しています。 

2020 年度調査では、新型コロナウイルス感染症の拡大のなかにおける苦情受付等

の状況変化等を分析するため、新型コロナウイルス感染症への事業所の対応等に係

る苦情に関する項目を加えました。今般、その調査結果（暫定版）がまとまりましたので

紹介します。 

苦情のサービス分野別の内訳は、「高齢者」834 件(19.2％）、「障害者」2,068 件

（47.6％）、「児童」472 件（10.9％）、「その他」973 件（22.4％）となっています。「その他」

の割合が前年度と比較して10ポイントほど上昇し、なかでも「社会福祉協議会」に関す

る申し出が前年度比 507 件増の 724 件となりました。生活福祉資金貸付（コロナ特例

貸付）に関する苦情が多く寄せられたことが一因と考えられます。 

2000（平成 12）年度の制度創設以降、苦情の受付件数は増加傾向がみられました。

2020 年度は例年並みの水準といえる 4,347 件であったものの、前年度比では 300 件

近くと過去最大の減少となりました。さらに新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「社

会福祉協議会」に関する申し出（338件）を差し引くと 4,009件となり、新型コロナウイル

ス感染症の拡大のなか、運営適正化委員会窓口での苦情等受付件数は全体として

例年より減少したことがうかがえます。 

【政策企画部 TEL.03-3581-7889】 
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⚫ 社協と社会福祉法人・福祉施設の連携・協働推進方策 

～ 包括的な支援体制の構築と「連携・協働の場」としての社協の役割発揮に向けて 

地域における包括的な支援体制構築に向けては、福祉事業の主たる担い手であり

専門性や施設・設備等の資源を有する社会福祉法人・福祉施設と社協との連携が重

要になります。国においても、社会福祉法人間連携の中核として社協を積極的に活用

することが議論されました。 

こうした状況を踏まえ、地域福祉推進委員会と全国社会福祉法人経営者協議会

（全国経営協）は、2020（令和 2）年 9 月、「ともに生きる豊かな地域社会の実現に向け

た共同宣言～社会福祉法人の社協のさらなる連携・協働へ～」をとりまとめました。 

共同宣言では、都道府県域のネットワークに加え、市区町村圏域でも連携・協働の

場づくりを進めることを提示しています。今後、包括的な支援体制の構築に向けて、市

区町村単位、さらには日常生活圏域での連携・協働の場づくりが求められます。 

この共同宣言を具体的に推進するため、連携・協働の意義や市区町村域における

具体的な連携方策、先行事例の情報提供として、地域福祉推進委員会は本年 6 月、

「社協と社会福祉法人・福祉施設の連携・協働推進方策～包括的な支援体制の構築

と『連携・協働の場』としての社協の役割発揮に向けて」を公表しました。この方策では、

共同宣言の 3つの柱に沿って推進方策と具体的なアクション等を掲げるとともに、参考

事例を掲載しています。 

推進方策の概要 
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コロナ禍により地域生活課題が拡大かつ複雑化・複合化しているなか、社協と社会

福祉法人・福祉施設の連携・協働によって、これら地域生活課題の解決を図り、「全社

協 福祉ビジョン 2020」が掲げる「ともに生きる豊かな地域社会づくり」を進めることが期

待されます。 

 

推進方策の全文は、下記ホームページからダウンロードできます。 

 

【全社協】「社協と社会福祉法人・福祉施設の連携・協働推進方策」 

↑リンクをクリックすると全社協ホームページにジャンプします。 

 

 

 

 

  

https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/teigen/shakyo/renkeisaku/index.html
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影山氏による講義 

⚫ 無料職業紹介事業に係る労働法令等を学ぶ 

～ 令和 3 年度 福祉人材センター業務・法令研修 

中央福祉人材センターでは、「令和 3 年度 福祉人材センター業務・法令研修」を

オンラインにより開催しました。本研修は、福祉人材センターの職員が無料職業紹介

事業を中心に、センター業務の概要や労働関係法令等の基礎的な知識を習得するこ

とを目的とし、全国のセンター職員 97名（うち新任職員が 75％）が受講しました。 

研修内容は、中央福祉人材センターによる「福祉人材確保をめぐる状況と今後の方

向性」、「福祉人材センターの概要および主な事業」についての説明（録画配信）、社

会保険労務士 影山 正伸 氏による「無料職業紹介の役割と業務に必要な労働法規

等関係法令の理解」の講義（6月 29日ライブ配信）です。 

講義では、無料職業紹介事業の業務に必要な労働法令として、労働基準法や職業

安定法に加え、男女雇用機会均等法、パートタイム・有期雇用労働法、労働契約法等

のポイントを学びました。 

講義終了後には、受講者が各自、講師が作成した確認テストに取り組み、学習内容

を振り返りました。 

受講者からは「短時間で効率的に学習できて良い」、「ライブ配信の録画を再視聴

できるのは嬉しい」といった感想が寄せられました。 

 

 

【中央福祉人材センター TEL.03-3581-7801】 
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■ 【厚労省】外国人雇用対策の在り方に関する検討会 中間取りまとめ【6 月 28 日】 

コロナ禍による外国人労働者の生活困窮は、外国人ゆえのさまざまな要因が重なっ

て生じていることから、ハローワークによる就労支援のみならず、地域福祉との連携等

により雇用と生活の両輪で支援を進めるべきとし、対応の方向性を提示。 

■ 【内閣府】第 55 回 障害者政策委員会【6 月 28 日】 

障害者差別解消法改正（本年 6月公布）を受け、2022年夏頃のとりまとめを目途に、

同法に基づく基本方針の改定に向けた協議を行う。また、障害者権利条約に関して、

日本政府報告（2016 年 6 月）に対する国連障害者権利委員会からの事前質問事項

（2019年 10月）への回答案について協議が行われた。 

■ 【厚労省】第８回 成年後見制度利用促進専門家会議【6 月 28 日】 

国の機関における制度利用促進施策の進捗状況等が報告された。また、同会議下

のワーキンググループ意見を踏まえ、地域共生社会と権利擁護支援の関係性等につ

いて検討の視点が示された。 

7月 9日には、全国の市区町村を対象にした令和 2年度「成年後見制度利用促進施

策に係る取組状況調査結果」が公表された。 

■ 【厚労省】地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会（第２回）  

【6 月 28 日】 

構成員から保育園等による地域貢献の事例紹介が行われるとともに、保育所・保育

士による地域の子育て支援や多様なニーズを有する保護者・子どもへの支援等に関

する論点整理が行われた。 

■ 第 1 回 ひきこもり支援に関する関係府省横断会議【6 月 29 日】 

ひきこもり状態にある者やその家族への支援にあたっては、多様な選択肢が必要と

の認識のもと、各自治体において官民を問わないさまざまな社会資源が多く参画・連

携できる環境整備を図ることを目的に開催。第 1 回会議では、各省庁の取り組みにつ

いて説明が行われた。 

■ 【国交省】国土交通省防災・減災対策本部（第４回）会議【6 月 29 日】 

住民避難等を重点推進施策とする「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」第 2 弾が

とりまとめられた。誰も逃げ遅れない社会の実現をめざすべく、ハザードマップのユニ

バーサルデザイン化など避難行動要支援者に関する対策を強化するとした。 

詳細につきましては、全社協・政策委員会 

サイト内「社会保障・福祉政策の動向と対応」

をご覧ください。 
社会保障・福祉政策情報 

※ 政策の動きや審議会等の会議情報、厚生労働省新着情報等をお知らせします。 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19426.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_55/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19361.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19402.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19561.html
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/bousai-gensaihonbu/4kai/index.html
http://zseisaku.net/information/
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■ 【内閣府】第 45 回地方分権改革有識者会議・第 120 回提案募集検討専門部会 

合同会議【7 月 2 日】 

地方分権改革にかかる自治体からの提案状況が報告され、医療・福祉関係の提案

が最多の 62件を数えた。自治体提案のうち「子供を産み育てやすい社会の実現」4項

目、「社会保障制度の基盤強化」10 項目を重点事項として、基準緩和や計画策定の

あり方等の検討を行うことが提案された。 

■ 令和４年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（閣議了解）  

【7 月 7 日】 

年金・医療等については、本（令和 3）年度当初予算額に高齢化等に伴う自然増と

して 6,600億円を加算した額の範囲とされた。なお、子ども・子育てについては、さまざ

まな課題に総合的に対応する行政組織創設の検討等を踏まえ、予算編成過程にお

いて検討するとした。 

■ 【内閣官房】こども政策の推進に係る作業部会（第１回）【7 月 7 日】 

子どもに関するさまざまな課題に総合的に対応するため、各ライフステージに応じて

切れ目ない対応を図るとともに、困難を抱える子どもへの支援等が抜け落ちることのな

い体制構築に向けて、政策面での整理とともに新たな行政組織に関する基本方針を

とりまとめることとした。 

■ 【内閣官房】第４回 孤独・孤立対策に関する連絡調整会議【7 月 8 日】 

支援団体や学校との連携など、夏休みに向けた対応に関する協議とともに、孤独・

孤立フォーラムやソーシャルメディアの活用に関するタスクフォースの活動状況等の報

告が行われた。 

■ 【厚労省】第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について【7 月 9 日】 

第 8 期介護保険事業計画（2021 年度から 2023 年度）の介護サービス見込み量等

に基づき都道府県が推計した介護職員の必要人数が示された。2023年度は約233万

人、団塊世代が 75 歳以上になる 2025 年度は約 243 万人、団塊ジュニア世代が 65

歳以上になる 2040 年度は約 280 万人が必要とされ、2019 年度の約 211 万人に比し

て必要職員数がさらに拡大することとなる。 

 

  

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/kaigi45gijishidai.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/kaigi45gijishidai.html
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu/dai4/siryou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207323_00005.html
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↑画像をクリックすると 

立ち読みできます。 

 

全社協の新刊図書・月刊誌 

出版部で発売した図書や月刊誌の特集をご案内いたします。いずれの書籍も読者

の関心が高いテーマや重要な課題をとりあげていますので、関係者への周知にご協

力いただきますようお願いいたします。 

<月刊誌> 

●『月刊福祉』2021 年 8 月号  

特集：刑事司法と福祉の連携 

再犯防止推進法の成立を受け、各地において再犯防止

推進計画に基づく支援が進んでいます。しかし、依然として

高齢者や障害者の再犯者率は増加しています。そうしたなか、

刑余者を福祉的な視点で支えることが重要とされていること

から、刑余者の孤立・孤独を防ぎ、居場所をつくるために、福

祉関係者が司法との連携を通して何ができるのかについて

提起します。 

【論文Ⅰ】 罪を犯した人のその後 

       ―高齢または障害のある受刑者等の矯正処遇等の取り組み 

 （法務省矯正局成人矯正課、少年矯正課）  

【論文Ⅱ】 生きづらさに寄り添うソーシャルワーク ―犯罪行為の背景にあるもの 

 掛川 直之（東京都立大学人文社会学部 助教）  

【レポートⅠ】 更生保護施設における出所者支援 

 西村 穣（更生保護法人清心寮 施設長）  

【レポートⅡ】 ‟やさしい社会”への処方箋 ―地域生活定着支援センターの実践から 

 伊豆丸 剛史（厚生労働省社会・援護局総務課 矯正施設退所者地域支援対策官）  

【レポートⅢ】 社会復帰に向けた出所者の孤立防止の支援 

 五十嵐 弘志（NPO法人マザーハウス 理事長）  

【レポートⅣ】 刑余者への居住確保と伴走型支援 ―救護施設における取り組み 

 西村 行弘（社会福祉法人信濃福祉施設協会 救護施設旭寮 寮長）  

【レポートⅤ】 出所者の就労について  

―出所者等を雇用する企業を支援する立場から 

 三宅 晶子（株式会社ヒューマン・コメディ 代表取締役） 

（7月 6日発売 定価 1,068円－税込－） 

  

 

詳細につきましては、出版部ホームページを

ご覧ください。 
図書・雑誌 

https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_page=viewer&sys_id=3251&type=magazine&_isbn=03359&
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
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↑画像をクリックすると 

立ち読みできます。 

●『保育の友』2021 年 8 月号 

特集：保護者と連携した子どもへの食支援 

保育園・認定こども園では、子どもの発育、発達状態、健

康状態、栄養状態、生活状況などを把握したうえで、それぞ

れの状況に応じて必要なエネルギーや栄養素を確保できる

ように留意した献立表が作成され、栄養面のみならず、食の

楽しさを味わう機会が提供されています。 

しかし、子どもの食を営む力を養うには、保護者との連携

が不可欠です。保護者の生活や意向を踏まえつつ、保護者

と一体となって子どもの食生活を支えるための具体的な工夫

や実践について考えます。 

【総論 1】子どもの食の困り事への対応と保護者の食生活支援 

 堤 ちはる（相模女子大学栄養科学部 教授）  

【総論２】保護者の実情に即した食育計画の展開 

 野口 孝則（上越教育大学大学院学校教育研究科 教授） 

【事例１】「当たり前」をていねいに伝える食育をめざして 

 小沢 弥生（福島県・小島保育園 副主任保育士） 

 佐藤 寛子（福島県・小島保育園 保育士） 

【事例２】保育を通じた家庭での食支援 

 鈴木 八朗（東京都・くらき永田保育園 園長） 

（7月 8日発売 定価 639円－税込－） 
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